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今月のお知らせ 第３４７号 

●新型コロナ５類へ 
政府は新型コロナの感染症上の取扱いを現在の２類相当から５類への移行を決定
しました。

GW 明けの５月８日からということですが３年以上もこの生活を続けているので
私たちの生活が急激に変わるのかについては想像ができません。会計事務所として
弊社は繁忙期真っ只中ですので、現在５日とされている濃厚接触者の自宅待機期間
がなくなることは大きいと感じます。もちろん今まで以上に体調管理と周囲への配
慮が求められることになると思います。

●ペポル（Peppol） 
電子帳簿保存法の適用が迫っていますが、それに関連してペポルという仕組みが
開始されます。 
これまで請求書を発行するには、請求書を紙に印刷して封筒に詰めて郵送すると
いうのが一般的だと思いますが、ペポルが導入されると、紙の請求書ではなくデジタ
ルデータで請求情報が送受信されるので、従来のような人手を介した請求書発行業
務が簡略化されます。このデジタルデータは「電子インボイス」と位置付けられるこ
とからインボイス登録番号をはじめとしたインボイス制度の要件も具備します。
ペポルは既に欧米各国で導入実績があり、デジタル庁では 2023 年 1 月 20 日現

在で、22の事業者が日本における認定サービスプロバイダーとして公表しています。
うち 7社が日本企業です。 
ペポルの導入によってペーパーレス化によるコスト削減はもちろん、会計処理ま
でが自動化されることが期待されるため、経営者にとってもよりタイムリーな会計
情報やデータ分析が可能となることでしょう。 
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所得税の確定申告の受付が 2月 16日から
始まります。申告が必要な方は余裕を持っ

た対応を心がけましょう。


